
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石綿の事前調査における遵守事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解体作業に入る前の遵守事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事前調査は石綿に関し一定の知見を有し，的確な判断ができる者（建築物石綿含有建材調査者

等）が行うこと。【環】【労】 

※木造家屋であって立入不可の範囲については，石綿含有成形板等（レベル３建材，下図参照）及び石綿含有仕上塗材

が使用されているとみなすこととし，作業過程で立入が可能になった時点で事前調査を実施すること。 

 ※石綿を含有していないと判断する場合は，その根拠（成形板裏面の番号等）を示し，書面に記録しておくこと。 

● 事前調査結果を記録し，作業員が閲覧できるようにするとともに，発注者に書面で説明すること。 
 ※石綿含有建材の使用箇所が分かるように記録すること。（写真や図面で記録しておくと分かりやすい）  【環】【労】 

被災した一般家屋の解体作業に係る 

石綿（アスベスト）飛散防止対策について 

一般家屋の解体工事にあたっては，作業員や周辺住民の健康被害を防止するために，石綿の事

前調査や適切な飛散防止対策を実施するなどの法令等で定められた事項を遵守してください。 
このチラシは，「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）」（平成 29 年９月環境省水・

大気環境局大気環境課）を参考に作成したものです。（http://www.env.go.jp/air/asbestos/saigaiji_manual.html）  
 （凡例 【環】：環境管理に関すること 【労】：労働安全衛生に関すること） 

（裏面へ続く） 

広 島 県 

≪戸建て住宅の例≫ 

➊ 石綿含有窯業系サイディング 

石綿含有建材複合金属系サイディング 

➋ 石綿セメント円筒 

➌ 石綿含有住宅屋根用化粧スレート 

石綿含有ルーフィング 

➍ 石綿含有けい酸カルシウム板第１種 

➎ 石綿含有石こうボード 

➏ 石綿含有壁紙 

➐ 石綿含有ビニル床タイル 

➑ 石綿含有ビニル床シート 

 

（出典：国土交通省「目で見るアスベスト建材」（第２版）） 

 

● レベル１建材，レベル２建材の除去を行う場合は，大気汚染防止法等の届出を行うこと。【環】【労】 
 ※届出者：大気汚染防止法→発注者又は自主施工者，労働安全衛生法及び石綿障害予防規則→事業者 

● 立入不可の範囲がある建築物等を解体する場合は，届出書の提出先と事前協議すること。【環】【労】 
 ※木造家屋であって，石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材が使用されているとみなしたものは除きます。 

● 事前調査結果を掲示すること。（石綿含有建材の使用箇所を明記）【環】【労】 

 ※解体作業員及び周辺住民に対して見やすい場所に設置すること。 

● 次の事項を示した作業計画書を作成し，作業員に周知すること。【労】 

 ・作業の方法，手順 

 ・石綿粉じんの発生を防止又は抑制する方法 

 ・作業員への石綿粉じんのばく露を防止する方法 

● 防じんマスク，湿潤化のための機器及び手ばらし作業のための工具類を準備すること。【環】【労】 

※事前調査結果に基づいた作業員のばく露防止対策及び周辺環境への飛散防止対策を行うこと。 



【レベル３建材の撤去作業時の遵守事項】 

 

 

 

 

 

 

 

【新たな石綿含有建材を発見した時の対応】 

 

       

 

 

 

 

◆ 大気汚染防止法（石綿関係）に係るお問合せ先 

機 関 名 電話番号 住    所 管轄市町 

県西部厚生環境事務所 0829-32-1181(代表) 廿日市市桜尾 2-2-68 大竹市，廿日市市 

県西部厚生環境事務所 

広島支所 
082-228-2111(代表) 広島市中区基町 10-52 

安芸高田市，府中町，海田町，熊野

町，坂町，安芸太田町，北広島町 

県西部厚生環境事務所 

呉支所 
0823-22-5400(代表) 呉市西中央 1-3-25 江田島市 

県西部東厚生環境事務所 082-422-6911(代表) 東広島市西条昭和町 13-10  竹原市  

県東部厚生環境事務所 0848-25-2011(代表) 尾道市古浜町 26-12 三原市，尾道市，世羅町 

県東部厚生環境事務所 

福山支所 
084-921-1311(代表) 福山市三吉町 1-1-1 府中市，神石高原町 

県環境保全課 082-513-2920(直通) 広島市中区基町 10-52 

広島市環境保全課 082-504-2187(直通) 広島市中区国泰寺町 1-6-34 

呉市環境管理課 0823-25-3551(直通) 呉市青山町５－３ 

福山市環境保全課 084-928-1072(直通) 福山市東桜町３－５ 

三次市環境政策課 0824-62-6136(直通) 三次市十日市中２-８-１ 

庄原市環境政策課 0824-72-1398(直通) 庄原市是松町 20-25 

東広島市環境対策課 082-420-0928(直通) 東広島市西条栄町 8-29 

大崎上島町保健衛生課 0846-62-0303(直通) 豊田郡大崎上島町木江 4968 

 

◆ 労働安全衛生法，石綿障害予防規則に関するお問合せ先 

機 関 名 電話番号 住     所 管轄区域 

労

働

基

準

監

督

署 

広島 

中央 
082-221-2459 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎 2 号館 

広島市(他機関の管轄区域を除く)，東広島市(他機関の管

轄区域を除く)，府中町，海田町，熊野町，坂町 

呉 0823-22-0005 呉市中央 3-9-15 
呉市，江田島市，東広島市のうち黒瀬町，黒瀬学園台，

黒瀬春日野，黒瀬切田が丘，黒瀬桜が丘，黒瀬松ヶ丘 

福山 084-923-0005 福山市旭町 1-7  福山市，府中市，神石高原町 

三原 0848-63-3939 三原市宮沖 2-13-20 
三原市，竹原市，東広島市のうち安芸津町，河内町， 福

富町，豊栄町，大崎上島町 

尾道 0848-22-4158 尾道市古浜町 27-13 尾道市，世羅町 

三次 0824-62-2104 三次市十日市東１-9-9 三次市，庄原市，安芸高田市 

広島北 082-812-2115 
広島市安佐北区可部南３-

３-28 

広島市のうち安佐南区，安佐北区，安芸太田町，北広島

町 

廿日市 0829-32-1155 廿日市市新宮 1-15-40 広島市のうち佐伯区，大竹市，廿日市市 

広島労働局 

健康安全課 
082-221-9243 広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 2 号館 

平成 30 年７月 広島県環境県民局環境保全課作成 

● 石綿作業主任者技能講習修了者の中から石綿作業主任者を選任すること。【労】 

● 全ての作業員が石綿取扱作業員特別教育を受講していること。【労】 

● 作業員は防じんマスク（RS3 又は RL3）を必ず着用すること。【労】 

● 湿潤化（薬液等の噴霧）し，可能な限り手ばらしにより撤去すること。【環】【労】 

● 石綿含有廃棄物として，適切に分別，保管，搬出すること。【環】 

● 解体作業中に事前調査で確認できなかった新たな石綿含有建材（レベル１～３）を発見した場

合は，直ちに工事を中断し，管轄の県厚生環境事務所又は市町担当課及び労働基準監督署に連絡

すること。【環】【労】 

・事前調査や飛散防止対策を確認し，再検討する必要があります。 

・レベル１建材，レベル２建材の除去を行う場合は，大気汚染防止法等の届出が必要となります。 

（裏面） 



　調査に要した時間：　　　　　　時間
　石綿使用面積：　　　　　㎡

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

※＜参考＞アスベストの確認方法についてのマニュアル等を下記に紹介しています。
１）石綿（アスベスト）含有建材データーベースについて　国交省[http://www.asbestos-database.jp/]
２）石綿粉じんへのばく露防止マニュアル第３章 石綿に関する事前調査等

　p18～p53：建設業労働災害防止協会
３）現場におけるアスベスト建材の識別資料「目で見るアスベスト建材」第２版

国交省[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html]

　P52～ [http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/index.html]：環境省

その他(部位名

分析 その他(具体的に)

天井

キッチン

[災害廃棄物（剥離・
落下建材等）]  ※下記
に確認された場所を記
載 建材名 石綿

設計
図書 目視

天井
ダイニング その他(具体的に)

建物名：

その他(具体的に)居室①

その他(具体的に)
床

壁
床

壁

【一般家屋解体前の石綿（アスベスト）チェックリスト】※解体現場に本リスト写しを渡すこと
指示№：
調査実施者(会社名)：　　　　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　[TEL：　　　　-　　　　-　　　　　／FAX：　　　　-　　　　-　　　　　]
調査者名：　　　　　　　　　　　　保有資格　　　　　　　　　　　　調査者名：　　　　　　　　　　　　　保有資格　　　　　　　　　　　　　　　

確認部位（※化粧板等の裏面も確認のこと。)

設計図書 　有　・　無

石綿の有無の確認方法（該当箇所をチェック)

建築物等の構造

屋根材

外装材

天井

その他(具体的に)

壁
天井

４）建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.3)第３章3-5石綿有無の判定

その他(部位名

壁
天井

居室③
床

※レベル３の場合は、「その他（具体的に）」の欄にレベル３と記載すること

　調査日時：平成    年　　月　　日　　　：　　　～　　　：

□木造□コンクリートブロック造□その他（具体的に記入： 　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象家屋等所有者名：
工事場所：　　

工期：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

中廊下・階段室

トイレ

床
壁

建築物等の概要 建築物等の施工年　　　年

玄　　関 その他(具体的に)

その他(具体的に)

壁

床

天井

その他(具体的に)

その他(具体的に)

外装壁材

床

床

床
壁

天井

床
壁

床
壁
天井

軒天井

天井

天井

その他(具体的に)

その他(具体的に)

脱　衣　室

浴　室

壁

居室④ その他(具体的に)
天井
壁

居室②
床

その他(具体的に)



　調査に要した時間：　　　　　　時間
　石綿使用面積：　　　　　㎡

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
タイル 有　　無 □ □ □

ベニア板 有　　無 □ □ □
ジプトーン 有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

使用建材製品名 石　綿 設計図書 目視 分析
石膏板 有　　無 □ □ □
ケイ酸カルシウム板 有　　無 □ □ □
化粧スレート 有　　無 □ □ □

有　　無 □ □ □

有　　無 □ □ □
サイディング 有　　無 □ □ □
ケイ酸カルシウム板 有　　無 □ □ □

有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □
有　　無 □ □ □

※＜参考＞アスベストの確認方法についてのマニュアル等を下記に紹介しています。
１）石綿（アスベスト）含有建材データーベースについて　国交省[http://www.asbestos-database.jp/]
２）石綿粉じんへのばく露防止マニュアル第３章 石綿に関する事前調査等

　p18～p53：建設業労働災害防止協会
３）現場におけるアスベスト建材の識別資料「目で見るアスベスト建材」第２版

国交省[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html]

　P52～ [http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/index.html]：環境省

レベル３みなし含有

※レベル３の場合は、「その他（具体的に）」の欄にレベル３と記載すること

その他(具体的に)
床
入口 レベル３みなし含有

[災害廃棄物（剥離・
落下建材等）]  ※下記
に確認された場所を記
載 建材名 石綿

設計
図書 目視 分析

その他(部位名

４）建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.3)第３章3-5石綿有無の判定

外装壁材
軒天井 レベル３みなし含有
屋根材 レベル３みなし含有

庭 レベル３みなし含有

外装材 その他(具体的に)
天井

居室④ その他(具体的に)
床
壁

床
壁
天井

壁
天井

居室③ その他(具体的に)

天井
居室② その他(具体的に)

床

居室① その他(具体的に)
床
壁

床
壁
天井

壁
天井

キッチン その他(具体的に)

天井
ダイニング その他(具体的に)

床

浴　室 その他(具体的に)
床
壁

床
壁
天井

壁
天井

脱　衣　室 その他(具体的に)

天井
トイレ その他(具体的に)

床

中廊下・階段室 その他(具体的に)
床
壁

床
壁
天井 レベル３みなし含有

設計図書 　有　・　無

確認部位（※化粧板等の裏面も確認のこと。) 石綿の有無の確認方法（該当箇所をチェック)

玄　　関 その他(具体的に)

対象家屋等所有者名：
工期：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日
建築物等の構造 □木造□コンクリートブロック造□その他（具体的に記入： 　　　　　　　　　　　　　　　　）
建築物等の概要 建築物等の施工年　　　年

　　　　　　【一般家屋解体前の石綿（アスベスト）チェックリスト】※解体現場に本リスト写しを渡すこと
指示№：○○○○○ 建物名：
調査実施者(会社名)：　　㈱○○建設　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　[TEL：　　　　-　　　　-　　　　　／FAX：　　　　-　　　　-　　　　　]
調査者名：◯▽太郎　保有資格　石綿作業主任者技能講習終了者及び石綿除去経験者、調査者名：□□二郎　保有資格　アスベスト診断士
工事場所：　　○○町○丁目△-□ 　調査日時：平成　　年　　月　　日　　　：　　　～　　　：

 石綿の有無判定の方法をチェック。 
設計図書と現地との整合性を確認。  

レベル３の石綿含有成形板が使用されていた場合は 

"有"とし、その他の欄にレベル３建材である旨を記載 

記入例 


